
○一般乗用旅客自動車運送事業

事    業    者    名 所   在   地 累積点数 主   な   違   反   事   項

1 株式会社大阪新生
（旧：株式会社アームワーク） 寝屋川市 63 事業計画の変更認可違反他

2 敷島交通株式会社 大阪市住之江区 55 乗務時間等告示の遵守違反他

3 トモエタクシー株式会社（※） 守口市 50 点呼実施義務違反他

4 鳩タクシー株式会社 大阪市住之江区 47 運転者に対する指導監督義務違反他

5 梅田タクシー株式会社 東大阪市 46 乗務距離の最高限度違反他

6 有限会社インパクト 大東市 35 運行管理者が選任されていなかった他

7 ベスト交通株式会社 東大阪市 33 乗務距離の最高限度違反他

8 ナニワ交通株式会社 大阪市浪速区 33 乗務員に対する指導監督が不適切他

9 北方　俊吉 東大阪市 32 酒気帯び運転他

10 朝日自動車株式会社 大阪市住之江区 29 乗務時間等告示の遵守違反他

11 株式会社広円タクシー 東大阪市 28 点呼実施義務違反他

12 タカラ交通株式会社 枚方市 27 区域外運送他

13 株式会社中燃 神戸市長田区 26 事業計画の変更認可違反他

14 相互タクシー株式会社 大阪市城東区 25 乗務時間等告示の遵守違反他

15 東大阪オーケー株式会社 東大阪市 25 乗務時間等告示の遵守違反他

16 まやタクシー株式会社 神戸市長田区 25 運送引き受けの拒絶他

17 壽タクシー株式会社 東大阪市 24 乗務距離の最高限度違反他

18 堀江タクシー株式会社 大阪市西区 24 乗務時間等告示の遵守違反他

19 関西中央旅客守口株式会社 守口市 23 乗務距離の最高限度違反他

20 株式会社ＳＡＴ 大東市 23 区域外運送他

21 都島自動車株式会社 大阪市都島区 21 事業計画の変更認可違反他

22 新大阪タクシー株式会社 大阪市東淀川区 21 運行管理者の選任・解任届出違反他

23 三社交通株式会社 明石市 21 乗務時間等告示の遵守違反他

24 大阪トンボ交通株式会社 枚方市 21 事業計画の事前届出違反他

25 株式会社富士交通 東大阪市 21 タクシー乗車禁止地区における乗車他

（※）について、累積点数のうち41点は、関東運輸局管内において処分を行ったもの。

○　一般貸切旅客自動車運送事業

事    業    者    名 所   在   地 累積点数 主   な   違   反   事   項

1 有限会社栄光ドルフィン 大阪府南河内郡 30 区域外運送他

2 有限会社エヌ・イー・ケイ交通 大阪府豊能郡 28 区域外運送他

3 株式会社ジョイフル観光 和泉市 22 乗務員に対する指導監督が不適切他

次回の更新は平成２４年４月です。

平成23年12月31日

累積点数が、２０点を超える事業者一覧表


